
マネー・ローンダリング・テロ資金供与・拡散金融対策ポリシーコンプライアンス態勢

コンプライアンスとは、法令やルールを厳格に遵守し、社会的規範を全うすることです。
当金庫では、高い企業倫理に従って透明で公正な事業活動を行うべく、コンプライアンスを経営の最重要課題のひとつ

として位置づけ、コンプライアンスへの積極的な取組みを行っております。
組織体制としては、コンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンスに係る諸施策を具体的に検討・評価、指示する

とともに理事会等への報告・提議を行うなど、一連の事案を総合的に管理しております。また、コンプライアンス統括部署
として、平成17年1月に「法務課」を新設し、コンプライアンス態勢のさらなる強化を図っております。
啓発活動としては、「コンプライアンス・ポリシー」「コンプライアンス・マニュアル」等の規定を全職員に配付、また、本部

研修、各部店での勉強会を定期的に実施し、コンプライアンスの啓発・指導に努めております。
平成17年4月から「個人情報保護法」、平成28年1月から「マイナンバー法」が施行され、当金庫におきましても、「個人

情報保護宣言」にてお客様の個人情報の利用目的を公表する等、同法律に基づいた個人情報保護管理体制の整備を行っ
ております。
また、平成18年4月施行の「公益通報者保護法」に対応する態勢も整えております。
これからも、コンプライアンスを最優先させ、地域社会からより信頼される企業づくりに取り組んでまいります。

信用金庫のもつ社会的使命と公共性を常に自覚し、責任ある健全な業務運営の遂行に努める。　
経済活動を支えるインフラとしての機能はもとより、創意と工夫を活かし、お客さま本位の業務運営を通じて、お客さまのニーズ
に応えるとともに、市民生活や企業活動に脅威を与えるテロ、サイバー攻撃、自然災害等に備え、セキュリティレベルの向上や災
害時の業務継続確保などお客さまの利益の適切な保護にも十分配慮した質の高い金融および非金融サービスの提供等を通じ
て、地域経済・地域社会の発展に貢献する。
あらゆる法令やルールを厳格に遵守し、社会的規範に決してもとることのない、誠実かつ公正な業務運営を遂行する。
経営等の情報の積極的、効果的かつ公正に開示し、広く地域社会とのコミュニケーションの充実を図る。また、信用金庫を取り巻
く幅広いステークホルダーとの建設的な対話を通して、社会からの理解と信頼を確保し、自らの価値向上を図る。
すべての人々の人権を尊重する。
従業員の多様性、人格、個性を尊重する働き方を実現する。また、健康と安全に配慮した働きやすい職場環境を確保する。
資源の効率的な利用や廃棄物の削減を実践するとともに、環境保全に寄与する金融サービスを提供するなど、環境問題に積極
的に取り組む。
信用金庫が社会の中においてこそ存続・発展し得る存在であることを自覚し、社会とともに歩む「良き企業市民」として、積極的
に社会に参画し、その発展に貢献する。
社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力は、これを断固として排除し、関係遮断を徹底する。また、国際社会がテロ等の
脅威に直面している中で、マネー・ローンダリング対策およびテロ資金供与対策の高度化に努める。
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１．運営方針
　当金庫は、マネロン等の防止に向けた対策を経営上の重要な課題の一つとして位置付け、マネロン等の脅威に対し、
組織として適切に対応できる管理態勢を構築します。
　経営陣は、マネロン等対策に係る態勢の整備、方針・手続・計画の立案・推進、及びリスクの特定・評価・低減に係る各
種取組みを主導します。

２．管理態勢
　当金庫は、マネロン等対策の責任を担う担当役員を任命するとともに、マネロン等対策の主管部を設置し、専門性を有
する人材の配置及び必要な予算の配分等、適切な資源配分を実施するとともに、マネロン等対策に関わる役員・職員間
での連携の枠組みを構築します。
　また、当金庫グループにおけるマネロン等対策について、グループ一体的に管理・推進するため、グループ会社間での
整合的な態勢の整備や情報共有に取組みます。

３．リスクベース・アプローチ
　リスクベース・アプローチの考え方に基づき、国によるリスク評価（犯罪収益移転危険度調査書）及び当金庫の疑わし
い取引の届出の状況等を踏まえ、当金庫が直面しているマネロン等リスクを特定します。
　また、特定した自らの事業環境・経営戦略・リスク特性をもとに、取引量や影響の発生率、影響度等の観点を踏まえてリ
スクの大きさを評価し、リスクに応じた低減措置を講じます。

４．顧客の管理方針
　新規取引開始時及び顧客情報や取引内容等に応じて取引開始後継続的に、本人確認や取引目的の確認等を実施しま
す。
　また、当金庫が顧客や取引内容等に関して確認が必要な情報を検知した場合等には、適時、追加の確認・調査を実施し
ます。
　なお、これらの確認・調査に際しては、必要に応じて追加的な証跡資料等の提出を求めます。

５．疑わしい取引の届出
　営業店の報告や取引モニタリングシステムによる検知、捜査機関等からの照会、顧客の申し出等を受け、疑わしい取引
を検知した際は、その内容を調査し、疑わしい取引に該当すると判断した場合は直ちに当局に届出を行います。

６．経済制裁及び資産凍結
　取引フィルタリングシステム等により制裁対象者との取引を検知し、調査の結果、制裁対象に該当すると判断した場
合、当該取引を謝絶するとともに、資産凍結等の措置を適切に実施します。

７．役職員の研修
　マネロン等対策に関わる全ての役職員に対して継続的に研修を実施し、役職員の知識習得、意識向上を図るとともに、
各役割に応じた専門性を有する役職員の確保・育成に努めます。

８．実効性の検証
　マネロン等リスク管理態勢について、主管部による検証に加え独立した内部監査部門による監査を定期的に実施し、
当該結果を踏まえた継続的な改善に努めます。

９．顧客からの理解促進
　新規取引開始時及び取引開始後継続的に実施する本人確認や取引目的の確認、追加の確認・調査等について顧客か
ら理解を得るため、当金庫のホームページや営業店における掲示等を活用して、周知・広報に取組みます。

◆ コンプライアンス態勢

◆ 当金庫の企業行動綱領

兵庫信用金庫は、マネー・ローンダリング・テロ資金供与・拡散金融（以下、「マネロン等」といいます。）の防止に向け、
適用される関係法令等を遵守し、業務の適切性を確保すべく、基本方針を次のとおり定め、管理態勢を整備します。

◆ マネー・ローンダリング・テロ資金供与・拡散金融対策ポリシー

（「コンプライアンス・ポリシー」より）
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《 コンプライアンス組織体制図 》
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